
様式 １　公表されるべき事項

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

　

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　 国立精神・神経医療研究センターは、精神疾患、神経疾患、筋疾患及び知的障害その他の
発達の障害（以下「精神・神経疾患等」という。）に係る医療並びに精神保健に関し、調査、研究
及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うこと
により、国の医療政策として、精神・神経疾患等に関する高度かつ専門的な医療及び精神保健
の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的として設立された法人であ
る。
　 役員報酬水準を検討するにあたっては、研究開発と医療提供を主要な業務とする他ＮＣ法人
を参考にした。
・ 国立がん研究センターは同じ国立研究開発法人として研究開発と医療提供を実施している。
公表資料によれば、平成２６年度の長の年間報酬額は２０，６３２千円であり、理事（常勤）につい
ては１７，５９２千円である。
・ 国立国際医療研究センターは同じ国立研究開発法人として研究開発と医療提供を実施して
いる。公表資料によれば、平成２６年度の長の年間報酬額は２０，２１２千円であり、理事（常勤）
については、１７，４９６千円である。

　③ 役員報酬基準の内容及び平成２７年度における改定内容

　役員報酬支給基準は、月額及び業績手当から構成されている。月額については、国
立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター役員報酬規程（以下、「役員報酬規
程」という。）に則り、月例給（984,000円）に地域手当（147,600円）を加算して算出して
いる。また、その者の実情に応じた通勤手当（通勤の実態応じた実費相当額）及び単
身赴任手当（単身赴任の実態に応じた定額）を支給している。業績手当についても、役
員報酬規程に則り、業績年俸額（業績年俸額＋地域手当＋前年度の業績年俸の額に
前年度の厚生労働大臣の業績評価を踏まえ、業績評価の額に１００分の８０以上１００
分の１２０以内の範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額）に６月に支給する場合
においては１００分の５０、１２月に支給する場合においては１００分の５０を乗じ、さらに
基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た
額としている。
　なお、平成２７年度では、給与法の改定に準拠した月例年俸の引き上げは実施した
が、経営状況を踏まえ、地域手当の引き上げ(13%→15%)及び業績年俸支給率の引き
上げ（０．１月分）は実施せず。

　当法人の業績年俸においては、前年度の厚生労働省大臣の業績評価を踏まえ、業績評価の
額に１００分の８０以上１００分の１２０以内の範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額を含ま
せている。

  ②  平成２７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

別 添



理事

　

理事（非常勤）

　

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況
平成２７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

18,658 11,808 4,811
1,771

268
（地域手当）
(通勤手当)

千円 千円 千円 千円

18,392 11,909 4,459
1,786

238
（地域手当）
(通勤手当)

千円 千円 千円 千円

420 420 0 0
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

1,380 1,380 0 0
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

300 300 0 0
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

3,240 3,240 0 0
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

3,180 3,180 0 0
（　　　　）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「地域手当」とは、民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給しているものである。
注３：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

法人の長

A理事

C理事
（非常勤）

B理事
（非常勤）

A監事
（非常勤）

　勤務１日あたりの報酬を６０，０００円とし、勤務日数に単価を乗じ
た金額としており、前年度からの改定はない。

　勤務１日あたりの報酬を６０，０００円とし、勤務日数に単価を乗じ
た金額としており、前年度からの改定はない。

前職

A理事
（非常勤）

就任・退任の状況

その他（内容）

B監事
（非常勤）

　役員報酬支給基準は、月額及び業績手当から構成されている。月額については、役
員報酬規程に則り、月例給（912,000円）に地域手当（136,800円）を加算して算出して
いる。また、その者の実情に応じた通勤手当（通勤の実態応じた実費相当額）及び単
身赴任手当（単身赴任の実態に応じた定額）を支給している。
　業績手当についても、役員報酬規程に則り、業績年俸額（業績年俸額＋地域手当＋
前年度の業績年俸の額に厚生労働大臣の業績評価を踏まえ、業績評価の額に１００分
の８０以上１００分の１２０以内の範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額）に６月
に支給する場合においては１００分の５０、１２月に支給する場合においては１００分の５
０を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割
合を乗じて得た額としている。
　なお、　平成２７年度では、給与法の改定に準拠した月例年俸の引き上げは実施した
が、経営状況を踏まえ、地域手当の引き上げ(13%→15%)及び業績年俸支給率の引き
上げ（０．１月分）は実施せず。

役名



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

　法人の長

　理事
　

　

　国立精神・神経医療研究センターは、精神・神経疾患等に係る医療並びに精神保健
に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提
供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、精神・神経疾患等に関す
る高度かつ専門的な医療及び精神保健の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増
進に寄与することを目的として設立された法人である。
　当法人の理事長は、我が国の精神・神経疾患等に係る研究、医療水準の向上を目
指して、病院、神経研究所、精神保健研究所、トランスレーショナル・メディカルセン
ター、メディカル・ゲノムセンター、脳病態統合イメージングセンター、認知行動療法セ
ンター及び事務部門等の７００人を超える常勤職員のほかレジデントや流動研究員など
を統率して、精神・神経疾患等の分野における臨床、研究や人材育成などの面で成果
を継続して生み出すための高いマネジメント能力やリーダーシップ、研究分野に関する
高度な専門性に加え、法人のトップとして職員や国民からも信頼を得られる人物が求め
られている。
　一方で、そのような条件を満たす人材を登用するには、同様の高度な専門分野にお
ける他機関と同程度の待遇をする必要がある。当法人では、理事長の報酬を同様の高
度な研究開発を主要な業務とする国立がん研究センター、国立国際医療研究セン
ターの長は、２，０００万円を超えている。
　こうした職務上の特性や他法人との比較を踏まえると、その報酬水準は妥当なものと
認められる。
　また、当法人の平成２６年度業務実績評価結果については、１４項目中Ｓ評価２項
目、Ａ評価５項目、Ｂ評価７項目であり、この点を踏まえても報酬水準は妥当と考えられ
る。

　国立精神・神経医療研究センターは、精神・神経疾患等に係る医療並びに精神保健
に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提
供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、精神・神経疾患等に関す
る高度かつ専門的な医療及び精神保健の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増
進に寄与することを目的として設立された法人である。
　当法人の理事は、理事長と共に我が国の精神・神経疾患等に係る研究、医療水準の
向上を目指して、病院、神経研究所、精神保健研究所、トランスレーショナル・メディカ
ルセンター、メディカル・ゲノムセンター、脳病態統合イメージングセンター、認知行動
療法センター及び事務部門等の７００人を超える常勤職員のほかレジデントや流動研
究員などを統率して、精神・神経疾患等の分野における臨床、研究や人材育成などの
面で成果を継続して生み出すための高いマネジメント能力やリーダーシップ、医療また
は研究分野に関する高度な専門性に加え、職員や国民からも信頼を得られる人物が
求められている。
　一方で、そのような条件を満たす人材を登用するには、同様の高度な専門分野にお
ける他機関と同程度の待遇をする必要がある。当法人では、理事の報酬を同様の高度
な研究開発を主要な業務とする国立がん研究センター、国立国際医療研究センターの
理事は、がん、国際とも１，７００万円を超えている。
　こうした職務上の特性や他法人との比較を踏まえると、その報酬水準は妥当なものと
認められる。
　　また、当法人の平成２６年度業務実績評価結果については、１４項目中Ｓ評価２項
目、Ａ評価５項目、Ｂ評価７項目であり、この点を踏まえても報酬水準は妥当と考えられ
る。



　理事（非常勤）
 

　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

　当該役員の報酬は、研究開発を主要な業務とする他法人の役員の報酬額と比
較しても妥当な水準であると考える。また、役員の職務内容の特性や平成26年
度業務実績評価結果を鑑みても妥当な報酬水準であると考える。

　国立精神・神経医療研究センターは、精神・神経疾患等に係る医療並びに精神保健
に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提
供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、精神・神経疾患等に関す
る高度かつ専門的な医療及び精神保健の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増
進に寄与することを目的として設立された法人である。
　当法人の理事は、理事長と共に我が国の精神・神経疾患等に係る研究、医療水準の
向上を目指して、病院、神経研究所、精神保健研究所、トランスレーショナル・メディカ
ルセンター、メディカル・ゲノムセンター、脳病態統合イメージングセンター、認知行動
療法センター及び事務部門等の７００人を超える常勤職員のほかレジデントや流動研
究員などを統率して、精神・神経疾患等の分野における臨床、研究や人材育成などの
面で成果を継続して生み出すための高いマネジメント能力やリーダーシップ、医療また
は研究分野のみならず、経営・コンプライアンス等組織管理に関する高度な専門性に
加え、職員や国民からも信頼を得られる人物が求められている。
　一方で、そのような条件を満たす人材を登用するには、同様の高度な専門分野にお
ける他機関と同程度の待遇をする必要がある。当法人では、非常勤理事の報酬を同様
の高度な研究開発を主要な業務とする国内研究機関５法人（広報資料や個別聞き取り
調査等で入手できた他ＮＣ法人）の非常勤理事の平均報酬（日額６０千円）及び職務
内容の特性等と比較考慮した上で決定されており、その報酬水準は妥当なものと認め
られる。
　また、当法人の平成２６年度業務実績評価結果については、１４項目中Ｓ評価２項
目、Ａ評価５項目、Ｂ評価７項目であり、この点を踏まえても報酬水準は妥当と考えられ
る。

　国立精神・神経医療研究センターは、精神・神経疾患等に係る医療並びに精神保健
に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提
供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、精神・神経疾患等に関す
る高度かつ専門的な医療及び精神保健の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増
進に寄与することを目的として設立された法人である。
　当法人の監事は、これらの目的を達成するための適正な組織運営がなされているか
業務及び財産の状況を調査し、また監事を除く役員の不正な行為、または独立行政法
人通則法、個別法若しくは他の法令に違反する事実があると認めるとき等は、遅滞な
く、その旨を法人の長に報告するとともに、主務大臣に報告しなければならない義務を
負っており、当法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する、また
は適正かつ効率的に運営することができる者が求められている。
　一方で、そのような条件を満たす人材を登用するには、同様の高度な専門分野にお
ける他機関と同程度の待遇をする必要がある。当法人では、非常勤監事の報酬を同様
の高度な研究開発を主要な業務とする国内研究機関５法人（広報資料や個別聞き取り
調査等で入手できた他ＮＣ法人）の非常勤監事の平均報酬（日額６０千円）及び職務
内容の特性等と比較考慮した上で決定されており、その報酬水準は妥当なものと認め
られる。
　また、当法人の平成２６年度業務実績評価結果については、１４項目中Ｓ評価２項
目、Ａ評価５項目、Ｂ評価７項目であり、この点を踏まえても報酬水準は妥当と考えられ
る。



４　役員の退職手当の支給状況（平成２７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分
 

該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

理事A
（非常勤）

理事A

法人の長

判断理由

監事B
（非常勤）

法人での在職期間

　当法人の業績年俸においては、前年度の生労働大臣の業績評価を踏まえ、業績評価
の額に１００分の８０以上１００分の１２０以内の範囲内で理事長が定める割合を乗じて得
た額を含ませている。

監事A
（非常勤）

理事B
（非常勤）

理事A
（非常勤）

法人の長

理事A

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

理事B
（非常勤）

監事B
（非常勤）

監事A
（非常勤）

２０歳 ５６歳２８歳 ６０歳…………………………………………………… （国）（平均）（第１分位）（平均）（第３分位）２人 ５人 １１人 ９人 (人)



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び平成２７年度における主な改定内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　国立精神・神経医療研究センター職員の給与水準は、人事院勧告を踏まえ、類似した事業
を実施している他ＮＣの職種別給与支給額を参考にした。
○　国立研究開発法人国立がん研究センター及び国立研究開発法人国立国際医療研究セ
　 ンターは、当法人と同様に研究開発と医療提供を実施していることから参考にした。
○　平成２７年度国家公務員給与等実態調査では、全俸給表の平均給与月額は４１６，４５５円
　 となっており、全職員の平均給与月額は３９９，０００円であり、全俸給表の平均給与月額より
　 低い金額となっている。

　当法人においては、中央省庁等改革基本法第３８条第１項第６号の規定等に基づき、平成２
２年度より職員の業績を給与に反映している。
　・賞与：業績年俸
　　　基本年俸表適用職員について、前年度の業務の実績を考慮の上80/100から120/100
　　の範囲内で定める割合を前年度の業績年俸に乗じた額を支給
　・賞与：業績手当（業績反映部分）
　　　常勤職員（基本年俸表適用職員を除く）について、業績に応じて定める割合を算定基
　　礎額に乗じた額を支給
　・賞与：業績手当（年度末賞与）
　　　理事長が定める基準に基づく当該年度の医業収支が特に良好な場合に職員の業績に
　　応じた割合を、総長が定める額に乗じて支給
　・基本給：昇給
　　　常勤職員（任期付職員基本年俸表適用職員及び院長等基本年俸表適用職員を除
　　く）の勤務成績に応じて、５段階の昇給を行う。

　国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター職員給与規程に則り、基本給（月例給）
及び諸手当（扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、地域手当、役職手当、特殊勤
務手当、附加職務手当、超過勤務手当等、宿日直等手当、役職職員特別勤務手当、業績手
当（業績年俸）、医師手当、研究員調整手当、専門看護手当） としている。
　業績手当のうち基礎的支給部分については、基礎的支給部分基準額（基本給＋扶養手当
＋地域手当＋研究員調整手当＋役職加算額＋役付加算額） に６月に支給する場合において
は１００分の１２２．５（役職手当の支給を受けている職員にあっては１００分の１０２．５）、１２月に
支給する場合においては１００分の１３７．５（役職手当の支給を受けている職員にあっては１００
分の１１７．５）を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた
割合を乗じて得た額としている。
　業績手当のうち業績反映部分については、業績反映部分基準額（基本給＋地域手当＋研
究員調整手当＋役職加算額＋役付加算額） に理事長の定める給与（手当・支給関係）マニュ
アルの基準に従って定める割合を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者
の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
　業績年俸については、業績年俸の額（前年度末の業績年俸の額＋昇給・昇格等による増減
額＋前年度の業績年俸の額×１００分の８０から１００分の１２０までの範囲内で理事長の定める
基準により総長がその者に所属する職員の業績に応じて定める割合）＋扶養手当加算額＋地
域手当に基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得
た額としている。
　 　なお、平成２７年度では、給与法の改定に準拠した月例年俸の引き上げ（平均０．３９％）は
実施したが、経営状況などを総合的に勘案し、地域手当の引き上げ(13%→15%)は実施せず、
業績年俸支給率の引き上げ（０．１月分）についても、役職職員の一種及び二種については引
き上げ(０．１月分)を実施していない。

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

418 39.7 5,531 4,140 68 1,391
人 歳 千円 千円 千円 千円

22 44.7 6,837 5,103 88 1,734
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 52.8 5,486 4,036 10 1,450
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 42.6 11,705 9,126 81 2,579
人 歳 千円 千円 千円 千円

259 38.5 5,190 3,874 52 1,316
人 歳 千円 千円 千円 千円

82 39.3 5,406 4,025 103 1,381
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 41 5,408 3,985 140 1,423
人 歳 千円 千円 千円 千円

17 43 3,955 2,975 64 980

人 歳 千円 千円 千円 千円

4 39 6,222 4,490 84 1,732
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 39 6,222 4,490 84 1,732

人 歳 千円 千円 千円 千円

2 - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -

・「在外職員」、「非常勤職員」、「教育職種(高等専門学校職員)」については該当する職員が
いないため、表を記載していない。
・平成２７年度を通じて在職し、かつ、平成２８年４月１日に在職する職員（休職等により給与
が減額された者を除く）の状況である。

任期付職員

研究職種

区分

福祉職種
(児童指導員等)

注４：上記の「医療職種（医療技術職）」は、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師等と
　　　して従事する職員である。

技能職種
(看護補助者等)

うち所定内

医療職種
（病院医師）

再任用職員

医療職種
（医療技術職）

平均年齢

注２：上記の「医療職種（病院医師）」については、年俸制が適用される医長以上の医師は
　　　含まれない。

注３：上記の「技能職種（看護補助者等）」は、調理師及び看護助手として従事する職員で
　　　ある。

注６：上記の「療養介護職種」は、療養介助員として従事する職員である。

注：再任用職員の「医療職種(病院看護師)」及び「療養介護職種」については、該当者１人のため、
　　当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、人数以外は記載していない。

療養介護職種

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く

うち賞与
平成２７年度の年間給与額（平均）

総額

常勤職員

注７：上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。

注５：上記の「福祉職（児童指導員等）」は、保育士、医療社会事業専門員として従事する
　　　職員である。

療養介助職種

人員



　①　職種別支給状況（年俸制適用者）

うち通勤手当

人 歳 千円 千円 千円 千円

76 52.5 13,287 10,108 71 3,179
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

37 51.6 14,947 11,554 83 3,393
人 歳 千円 千円 千円 千円

38 53.0 11,670 8,707 92 2,963
注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注３：上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。

人 歳 千円 千円 千円 千円

35 42.6 8,904 6,796 88 2,108
人 歳 千円 千円 千円 千円

35 42.6 8,904 6,796 88 2,108
注：上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。

　

常勤職員（年俸制）

副院長等
（副院長・部長・医長）

副所長等
（副所長・部長・室長）

任期付職員（年俸制）

研究職種

・「在外職員」、「再任用職員」、「非常勤職員」については該当する職員がいないため、表を
記載していない。
・平成２７年度を通じて在職し、かつ、平成２８年４月１日に在職する職員（休職等により給与
が減額された者を除く）の状況である。

院長等

注２：常勤職員(年俸制)の「院長等」については、該当者が1人のため、当該個人に関する情報
　　　が特定されるおそれがあることから、人数以外は記載していない。

区分 人員 平均年齢
平成27年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与



②

注1：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注２：「40－43歳」「44－47歳」については、該当者が４人以下のため、「第1四分位」及び
「第3四分位」の表示は省略した。

「36-39歳」については、該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定される
おそれのあることから、平均給与額については表示していない。

注2：

注3：「36-39歳」及び「56-59歳」については、該当者が４人以下のため、「第1四分位」及び
「第3四分位」の表示は省略した。

注１：「40－43歳」については、該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定される
おそれのあることから、平均給与額については表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医療職員（病院看護師）
〔在外職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕
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注１：「32-35歳」については、該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定される
おそれのあることから、平均給与額については表示していない。

注２：「32－35歳」「36-39歳」については、該当者が４人以下のため、「第1四分位」及び
「第3四分位」の表示は省略した。
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

　

　・本部部長 1 - -

　・本部課長 4 56.8 9,389

　・地方課長補佐 3 48.5 7,976

　・地方係長 11 38.6 5,569

　・地方係員 3 42.8 5,212

（研究職員）

平均
人 歳 千円

　

　・地方研究部長 21 54.0 12,942

　・地方研究課長 17 51.8 9,892

　 　 　 　

（病院職員（病院医師）)

平均
人 歳 千円

　

　・副院長 1 - -

　・診療部長 8 53.4 15,951

　・診療科長 28 50.8 14,511

　・医師 16 42.6 11,624

　 　 　 　
　

（病院職員（病院看護師）)

平均
人 歳 千円

　

　・副総看護師長 1 - -

　・看護師長 17 47.7 7,484

　・副看護師長 32 41.8 5,794

　・看護師 207 37.1 4,827

　・准看護師 2 - -

　 　 　 　
　

千円

6,941～3,671

-

　

8,169～5,575

5,161～3,195

-

千円

-

13,027～9,582

　

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

　

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医療職員（病院看
護師）

8,819～6,627

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

年間給与額
平均年齢

千円

15,353～10,900

11,740～8,482

最高～最低

-

人員分布状況を示すグループ

千円

注１：「本部部長」については、該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあ
ることから、人数以外は記載していない。

注１：「副院長」については、該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのある
ことから、人数以外は記載していない。

注１：「副総看護師長」及び「准看護師」については、該当者が２人以下のため、当該個人に関する情
報が特定されるおそれのあることから、人数以外は記載していない。

注２：「本部課長」、「地方課長補佐」、「地方係員」については、該当者が４人以下のため、年間給
与額（最高～最低）を記載していない。

-

-

-

16,868～14,447

16,630～13,347



④

（事務・技術職員）

査定支給分（勤勉相当） （平均） 46.7

         最高～最低 49.4～44.9

60.0

査定支給分（勤勉相当） （平均） 40.0

         最高～最低 46.4～38.1

（研究職員）

査定支給分（勤勉相当） （平均） 100

         最高～最低 100.0～100.0

査定支給分（勤勉相当） （平均）

         最高～最低

注）一般職員は該当者がいないため記載がない。

％

％

％

％

％

－ －

％ ％

－ －
％ ％

100.0～100.0 100.0～100.0
％ ％

－ －

％ ％

100 100
％ ％

％

59.6
％

40.4
％

45.9～37.6

計冬季（12月）
％ ％

0 0

％

59.2
％

40.8
％

45.4～37.2

48.9～44.5

冬季（12月）
％

54.2
％

45.8
％

49.5～44.0

計
％

53.8
％

46.2
％

一般
職員

一律支給分（期末相当）

－

－

－

区分 夏季（6月）

管理
職員

一律支給分（期末相当）

％

0
％

管理
職員

一律支給分（期末相当）

％

53.3
％

一般
職員

一律支給分（期末相当）

％

％

％

区分 夏季（6月）

賞与（平成２７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院
医師）／医療職員（病院看護師））



（医療職員（病院医師））

査定支給分（勤勉相当） （平均） 100

         最高～最低 100.0～100.0

58.4

査定支給分（勤勉相当） （平均） 41.6

         最高～最低

（医療職員（病院看護師））

査定支給分（勤勉相当） （平均） 47.8

         最高～最低

60.7

査定支給分（勤勉相当） （平均） 39.3

         最高～最低 46.4～35.8

％

％

％

％

38 38.6
％

％

％

％

45.4～34.5 45.9～35.3

％ ％

62 61.4
％ ％

46.3 47
％ ％

50.1～44.2 50.5～44.8

％ ％

53.7 53
％ ％

％ ％

45.4～37.1 45.6～37.5

冬季（12月） 計

57.6 58
％ ％

42.4 42

％ ％

100.0～100.0 100.0～100.0
％ ％

100 0
％ ％

100 100

計冬季（12月）
％ ％

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分 夏季（6月）

管理
職員

一律支給分（期末相当）

％

52.2
％

51.0～45.3

管理
職員

一律支給分（期末相当）

％

0.0
％

一般
職員

一律支給分（期末相当）

46.1～38.0

％

％

区分 夏季（6月）

２人 ５人 ９人



３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

　【管理職の場合36.7%　常勤職員数22名中８名】

　【大卒以上の高学歴者の割合73.1％（常勤職員数26名中19名）】

　【支出総額に占める給与・報酬等支給の割合　35.8 ％】　

　（支出総額　15,855,379,625円、給与・報酬等支給総額　

　　5,669,918,719円（平成26年度決算）】

【検証結果】

（法人の検証結果）

（主務大臣の検証結果）

内容

　当センターは、対国家公務員指数は100以下となっており、国の給
与水準より低くなっている。

　給与水準の妥当性
　の検証

　累積欠損金が生じている現状において、国家公務員の給与水準を考
慮する必要があると考えるが、給与水準が100を下回っている状況に
あることから、適切に取り組んでいると考えている。
　事務・技術職における管理職の割合は36.7％と高いが、これは事務
職については新規採用者を厳しく抑制しているといった理由からであ
る。
　また、大卒者以上の高学歴者の割合は73.1％と、国54.7%（平成27
年国家公務員給与等実態調査第2表から算出）と比較すると高くなっ
ている。支出総額に占める給与、報酬支給額割合は35.8％となってい
る。
　なお、平成22年度の独立行政法人化時に、一般職員の基本給につい
て、初任給は据え置き、40歳代以上の給与水準を引き下げ、給与カー
ブを緩やかにするとともに、国で支給されていた調整額を廃止し、地
域手当、業績手当（期末・勤勉手当相当）等に反映されない特殊業務
手当とすることで、基本給、業績手当、退職手当等の削減を行うな
ど、独自の給与改革を実施するなどし、その一定の効果が生じている
ところであり、適切な対応であると考えている。
　

　国家公務員より低い水準であり、適切な取組の結果と考えられる。

・年齢勘案　　　　　　　　　　　１００．０

・年齢・地域勘案　　　　　　　　 ９８．９ 対国家公務員
指数の状況

国に比べて給与水準
が高くなっている理
由

講ずる措置

・年齢・学歴勘案　　　　　 　　　９８．５

・年齢・地域・学歴勘案　　　　  ９７．８

項目

　【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　26.3%】

 【国からの財政支出額4,107,029,974円、支出予算の総額　　　　

　15,610,593,988円（平成27年度予算）】

　【累積欠損額2,069,926,247円　（平成26年度決算）】

　平成28年度における対国家公務員指数は、現状で推移した場合、平
成27年度と同等になることが見込まれるが、当法人の事業運営、民間
医療機関の給与及び国家公務員の給与等を総合的に考慮した上で、効
率化できる部分については引き続き削減を進めるとともに、適切な給
与水準の確保について検討を行い、平成28年度（平成29年度公表）も
対国家公務員指数が地域・学歴勘案で概ね100以下となるよう努力し
ていく。



研究職員

　【管理職の場合100.0%　常勤職員数38名中38名】
　【大卒以上の高学歴者の割合100％（常勤職員数36名中36名）】
　【支出総額に占める給与・報酬等支給の割合　35.8 ％】　
　（支出総額　15,855,379,625円、給与・報酬等支給総額　
　　5,669,918,719円（平成26年度決算）】

【検証結果】

（法人の検証結果）

講ずる措置

　平成28年度における対国家公務員指数は、現状で推移した場合、平
成27年度と同等になることが見込まれるが、国家公務員の研究職員の
給与、民間機関の研究職員の給与、当法人の研究職員確保の状況や確
保できない場合に法人の事業運営に与える影響等を総合的に考慮した
うえで、効率化できる部分については引き続き削減を進めるととも
に、適切な給与水準の確保について検討を行い、平成28年度（平成29
年度公表）までに対国家公務員指数が地域・学歴勘案で概ね106以下
となるよう努力していく。

国に比べて給与水準
が高くなっている理
由

　優秀な研究職員を確保するため、医師の資格を必要とする研究職員
に対して医師に準じた医師手当を支給していることが給与水準を高く
している原因の一つと思われる。

　給与水準の妥当性
　の検証

　【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　26.3%】
 【国からの財政支出額4,107,029,974円、支出予算の総額　　　　

　【累積欠損額2,069,926,247円　（平成26年度決算）】

　給与水準が高いことが直ちに国からの財政支出額及び欠損金等を増
加させることにつながるものではないと考えているが、累積欠損金が
生じている現状において、給与水準が100を上回っている状況にある
ことから、国家公務員の給与水準を考慮する必要があると考える。
　研究職における管理職の割合は100％と国の俸給の特別調整額対象
者割合71.8％（平成27年国家公務員給与等実態調査第9表から算出）
を上回っているが、これは研究職については一般研究職の新規採用者
を厳しく抑制しているといった理由からである。
　また、大卒者以上の高学歴者の割合は100％と、国97.9％（平成27
年国家公務員給与等実態調査第2表から算出）と比較すると高くなっ
ており、支出総額に占める給与、報酬支給額割合は35.8％となってい
る。
　なお、平成22年度の独立行政法人化時に、一般職員の基本給につい
て、初任給は据え置き、40歳代以上の給与水準を引き下げ、給与カー
ブを緩やかにするとともに、国で支給されていた調整額を廃止し、地
域手当、業績手当（期末・勤勉手当相当）等に反映されない特殊業務
手当とすることで、基本給、業績手当、退職手当等の削減を行うな
ど、独自の給与改革を実施するなどし、その一定の効果が生じている
ところであり、適切な対応であると考えている。
（主務大臣の検証結果）

　地域、学歴を勘案してもなお、国家公務員より高い水準であること
から国民の皆様に納得していただけるよう、一層の給与水準の見直し
について十分検討していただきたい。

　15,610,593,988円（平成27年度予算）】

項目

対国家公務員
指数の状況

・年齢・地域勘案　　　　　　　　 １０７．２

・年齢・学歴勘案　　　　　 　　　１０９．１

・年齢・地域・学歴勘案　　 　　 １０６．６

内容

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　１０９．８



医療職種（病院医師）

　【管理職の場合70.0%　常勤職員数37名中53名】
　【大卒以上の高学歴者の割合100％（常勤職員数49名中49名）】
　【支出総額に占める給与・報酬等支給の割合　35.8 ％】　
　（支出総額　15,855,379,625円、給与・報酬等支給総額　
　　5,669,918,719円（平成26年度決算）】

【検証結果】

（法人の検証結果）

（主務大臣の検証結果）

　給与水準が高いことが直ちに国からの財政支出額及び欠損金等を増
加させることにつながるものではないと考えているが、累積欠損金が
生じている現状において、給与水準が100を上回っている状況にある
ことから、国家公務員の給与水準を考慮する必要があると考える。
　病院医師における管理職の割合は70.0％と国の俸給の特別調整額対
象者割合14.6％（平成27年国家公務員給与等実態調査第9表から算
出）を上回っているが、これは病院医師については診療体制に応じた
適切な配置をしているといった理由からである。
　また、支出総額に占める給与、報酬支給額割合は35.8％となってい
る。民間医療法人の医師の年間平均給与額は、15,444千円（平成27年
度実施第20回医療経済実態調査（2年に1回調査））であり、当法人が
必要な人材を確保するためには、競合する業種に属する民間事業者、
他法人等の給与水準と比較し、この程度の給与水準とする必要があ
る。
　なお、平成22年度の独立行政法人化時に、一般職員の基本給につい
て、初任給は据え置き、40歳代以上の給与水準を引き下げ、給与カー
ブを緩やかにするとともに、国で支給されていた調整額を廃止し、地
域手当、業績手当（期末・勤勉手当相当）等に反映されない特殊業務
手当とすることで、基本給、業績手当、退職手当等の削減を行うな
ど、独自の給与改革を実施するなどし、その一定の効果が生じている
ところである。また、法人を運営する上で人材確保は非常に重要であ
り、人材が確保できなかった場合の法人運営に与える影響も考慮しな
がら、法人実績に応じた給与となるよう検討する。

　給与水準の妥当性
　の検証

　【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　26.3%】
 【国からの財政支出額4,107,029,974円、支出予算の総額　　　　

　【累積欠損額2,069,926,247円（平成26年度決算）】

　医師の確保は、医療の質の向上、安全の確保等に不可欠であり、ま
た、病院経営上においても、医業収益等の確保にかかる基本的かつ重
要な事項であるため、医師の給与水準については、特に配慮すべきと
考えられる。
　今後とも、医師の確保状況等を考慮した上でより適切な給与水準の　今後とも医師の確保状況を考慮した上で、より適正な給与水準の在
り方について、必要な検討を進めていただきたい。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

国に比べて給与水準
が高くなっている理
由

　優秀な医師確保のため、国の初任給調整手当に相当する医師手当の
区分を国より１区分高い三種としていること、専門医資格に対する医
師手当の加算をしているとが給与水準を高くしている原因の一つと思
われる。
※平成２７年度医師平均年収：14,717千円

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　１０７．１

・年齢・地域勘案　　　　　　　　 １１５．８

・年齢・学歴勘案　　　　　 　　　１０７．１

　15,610,593,988円（平成27年度予算）】

・年齢・地域・学歴勘案　　　　  １１５．８



医療職種（病院看護師）

　【管理職の場合6.9%　常勤職員数259名中18名】
　【大卒以上の高学歴者の割合37.9％（常勤職員数219名中83名）】
　【支出総額に占める給与・報酬等支給の割合　35.8 ％】　
　（支出総額　15,855,379,625円、給与・報酬等支給総額　
　　5,669,918,719円（平成26年度決算）】

【検証結果】

（法人の検証結果）

　給与水準の妥当性
　の検証

　【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　26.3%】

　【累積欠損額2,069,926,247円（平成26年度決算）】

　給与水準が高いことが直ちに国からの財政支出額及び欠損金等を増
加させることにつながるものではないと考えているが、累積欠損金が
生じている現状において、国家公務員の給与水準を考慮する必要があ
ると考える。
　病院看護師における管理職の割合は6.9％と国の俸給の特別調整額
対象者割合1.0％（平成27年国家公務員給与等実態調査第9表から算
出）を上回っているが、これは病院看護師については診療体制に応じ
た適切な配置をしているといった理由からである。
　また、支出総額に占める給与、報酬支給額割合は35.8％となってい
る。
　なお、平成22年度の独立行政法人化時に、一般職員の基本給につい
て、初任給は据え置き、40歳代以上の給与水準を引き下げ、給与カー
ブを緩やかにするとともに、国で支給されていた調整額を廃止し、地
域手当、業績手当（期末・勤勉手当相当）等に反映されない特殊業務
手当とすることで、基本給、業績手当、退職手当等の削減を行うな
ど、独自の給与改革を実施するなどし、その一定の効果が生じている
ところである。また、法人を運営する上で人材確保は非常に重要であ
り、人材が確保できなかった場合の法人運営に与える影響も考慮しな
がら、法人実績に応じた給与となるよう検討する。

講ずる措置

　平成28年度における対国家公務員指数は、現状で推移した場合、平
成27年度と同等になることが見込まれるが、国家公務員の病院医師の
給与、民間医療機関の病院医師の給与、当法人の病院医師確保の状況
や確保できない場合に法人の事業運営に与える影響等を総合的に考慮
した上で、効率化できる部分については引き続き削減を進めていくと
ともに、適切な給与水準の確保について検討を行い、平成28年度（平
成29年度公表）までに対国家公務員指数が地域・学歴勘案で概ね115
以下となるよう努力していく。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

国に比べて給与水準
が高くなっている理
由

　特殊業務手当の支給対象となる重症心身障害児（者）、筋ジストロ
フィー、精神科病棟で勤務する看護師が一般医療機関に比して多いこ
とが給与水準の高い理由としてあげられる。

 【国からの財政支出額4,107,029,974円、支出予算の総額　　　　

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　１０２．２

・年齢・地域勘案　　　　　　　　 　９６．９

・年齢・学歴勘案　　　　　 　　　１０１．６

・年齢・地域・学歴勘案　　 　　 　９７．６

　15,610,593,988円（平成27年度予算）】



○比較対象職員の状況

・研究職種

　年俸制適用者以外に係る①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の0人、及び

  年俸制適用者に係る①表（職種別支給状況）の常勤職員（副所長等）欄の３８人 計３８人

３８人の平均年齢５３.０歳、平均年間給与額１１,６７０千円

・医療職種（病院医師）

  年俸制適用者以外に係る①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の１６人、及び

年俸制適用者に係る①表（同）の常勤職員（副院長等）欄の３７人　計５３人

５３人の平均年齢４８．９歳、平均年間給与額１３,９６８千円

○支出総額（26決算ベース）に占める給与・報酬等支給総額の割合

支出総額 １５８．６億円

給与・報酬等支給総額 ５６．７億円

○管理職割合の改善の取組状況

管理職の配置人員については、法人の業務が効率的・効果的に運営ができるよう

組織の見直しを必要に応じて適宜行っていくこととする。

４　モデル給与

22歳（大卒初任給、独身） 月額　176,700円 年間給与 2,862,540円

35歳（本部係長、配偶者・子1人） 月額　328,662円 年間給与 5,324,328円

45歳（本部課長補佐、配偶者・子２人） 月額　524,400円 年間給与 8,495,280円

　給与水準の妥当性
　の検証

（主務大臣の検証結果）

　地域、学歴を勘案すると、給与水準が国家公務員より低い水準と
なっているが、今後とも適正な給与水準の在り方について検討を進め
ていただきたい。

講ずる措置

　平成28年度における対国家公務員指数は、現状で推移した場合、平
成27年度と同等になることが見込まれるが、国家公務員の看護師の給
与、民間医療機関の看護師の給与、当法人の看護師確保の状況や確保
できない場合に法人の事業運営に与える影響等を総合的に考慮したう
えで、効率化できる部分については引き続き削減を進めていくととも
に、適切な給与水準の確保について検討を行い、平成28年度（平成29
年度公表）も対国家公務員指数が地域・学歴勘案で概ね100以下とな
るよう努力していく。

35.8%



５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

（Ａ）

 
（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

総人件費について参考となる事項

①人件費の主な増減要因等

○給与、報酬等支給総額の主な増減要因

・看護師の見込み採用による人員の増（132百万円）

○最広義人件費の主な増減要因

・職員数増加に伴う法定福利費の増加

Ⅳ　その他

最広義人件費

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標期間の
開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を記載する。

「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について」（平成24年8月7日閣議決定）に
基づき、平成２５年１月に役員、平成２５年に職員の退職規程を改定した。
　退職手当法上設けられている「調整率」を段階的に引き下げ、平成26年7月から平成28年
3月の間の「調整率」は87/100。

特になし

福利厚生費
千円

935,260

千円

8,524,219

退職手当支給額
千円

190,809

非常勤役職員等給与
千円

1,728,231

　国立精神・医療研究センターは、組織目標を効率的かつ効果的に達成するため、
人事評価制度を導入し、職員が業務で発揮した能力と実績を評価し、院長等基本年
俸表適用職員以外の年俸制職員については業績年俸と昇給に反映させている。な
お、任期付職員基本年俸表適用職員については、業績年俸にのみ反映させている。
また、年俸制職員以外は業績手当と昇給に反映させている。年俸制職員について
は、業績年俸は１００分の８０から１００分の１２０の範囲内で反映しており、昇
給については６号俸昇給から昇給しない範囲内で反映している。年俸制職員以外に
ついては、業績手当は１００分の８０．０から１００分の１４４．０の範囲内で反
映しており、昇給については６号俸昇給から昇給しない範囲内で反映している。

区　　分 平成27年度

給与、報酬等支給総額
千円

5,669,919


